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昨年を振り返ってみますと、S A R Sやイラク問題等、先

行きの不透明感が高まる一方で、アメリカ経済の回復や中

国経済の力強い発展の中にあって我が国のG D P成長率（名

目）も二期連続プラス成長になるなど、我が国製造業を中

心として日本経済に回復の兆しが見えてまいりました。し

かしながら、デフレを背景とした失業率の高止まりや個人

消費の冷え込み等は依然として解消されておらず、このよ

うな構造的な問題に対する行政の果たすべき役割の重要性

を感じているところです。

我が国製造業を概観すると、製造業の付加価値額は対

G D P比で約2割、製造業の事業活動に伴う他産業（物流やエ

ネルギー等）への波及効果を含めると約3割を占めておりま

す。また、海外輸出品に占める工業製品の割合は9割を超

えており、資源の乏しい我が国においては外貨を獲得する

重要な産業になっております。さらに、民間の研究開発に

ついても製造業が約9割を占めており、回復の兆しが見え

てきた日本経済を持続的な成長の軌道に乗せるためにも、

牽引役たる製造業の役割が大きく期待されております。

一方、我が国製造業を取り巻く環境は複雑な様相を呈し

ており、今後の更なる発展に向けて、本年も諸課題に積極

的に取り組んでまいります。

第一に、技術開発による競争力の強化です。

我が国製造業が中長期的に競争力を維持していくために

は、実用化を視野に入れた研究開発を進めていくことが重

要です。当省としては、研究開発の成果が迅速に事業に直

結するようなプロジェクト（「フォーカス2 1」）を推進すると

ともに、研究開発を促進する環境整備として、昨年度から

研究開発促進税制を抜本的に強化しました。

特に技術開発においては、「新三種の神器」とも言われる

D V D、デジタルカメラ、薄型テレビに見られるように、技

術開発が新たな需要を生み出し、さらに市場における需要

の拡大により新たな技術開発が促進されるという好循環を

形成していくことが重要です。

第二に、I T、B T、N T、環境技術、デザインの装備によ

る競争力の強化です。

競争力を強化し付加価値の高い製品を世界に発信してい

くためには、I T、バイオテクノロジー

（B T）、ナノテクノロジー（N T）、

環境技術、デザインを製品及び

プロセスの様々な局面で戦略

的に開発・活用することが不可

欠です。例えば、昨年1 0月に

明日を拓く 開催された東京モーターショーでのエコカーなどにも見ら

れる環境技術については、我が国は世界最高の水準にあり

ます。こうした強みを活かし、環境性能の高い製品を開発

する民間の取組と様々な規制と助成を担当する政府の取組

が両輪となることで、実際の競争力に結実していくものと

考えます。

第三に通商関係です。

W T Oラウンド交渉が昨年9月のカンクン閣僚会合の決

裂もあり、各国の通商戦略はマルチからバイの交渉への移

行が加速しております。世界全体で1 8 4の経済連携協定が

締結される中、我が国は国際競争力の観点からも適切な対

応が求められている状況にあります。

また、今後とも我が国製造業が中国を始めとするアジア

諸国に対して優位性を確保していくためには、地理的・経

済的にも密接したアジア諸国の成長要素を取り込むととも

に、海外における模倣・海賊版対策を含め、事業戦略・技

術開発戦略と一体になった知的財産戦略を推進することが

不可欠です。

一方、我が国の安全保障を取り巻く情勢は、海外での大

量破壊兵器開発やテロ活動の活発化などによる懸念が高ま

っております。我が国では既にキャッチオール規制が導入

されておりますが、各企業におかれては、社内の輸出管理

に対する取組や当省から要請している「輸出管理のための

コンプライアンス・プログラム」の整備をお願いします。

第四に、企業を取り巻く事業環境等の整備です。

平成９年以降、産業組織法制等を段階的に整備してきて

おり、企業においては事業の選択と集中の大きな流れが生

じていることに加えて、一部には再編が進展している業種

も見られます。一方、欧米の製造業は、コスト削減・事業

の効率化、将来に向けた技術開発・設備投資等のための投

資余力の拡大等を図るため、国境を越えた再編を大胆に進

めております。この結果、例えば研究開発費などにおいて

欧米企業との間に格差が生じてきており、我が国製造業に

おいても、中長期的な視野の下、事業の再構築及び経営資

源の選択と集中などを大胆かつ戦略的に行っていくことが

重要です。

経済産業省製造産業局といたしましては、これらの施策

を着実に実行することを通じて、我が国製造業、ひいては

日本経済の活性化を実現していきたいと考えております。

また、経済活動の持続的な成長には、各企業活動における

「安心」・「安全」の確保が大前提です。当省としても引き続

き産業事故再発防止に向けた取組を進めてまいります。

最後になりましたが、本年の皆様方のご健康とご多幸を

お祈りしまして新年のご挨拶とさせていただきます。
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平成1 6年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

明日を

拓く

経済産業省　製造産業局長　

北村俊昭
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内容をユーザー企業に理解してもらい、管理を徹

底するための協力を得ることができるよう、化学

物質の製造・輸入者が十分説明する等自らも努力

して初めて新制度を活用できるといえる。

また、⑤の官民連携による既存化学物質の計画

的な点検において、産業界が果たす役割は極めて

重要だ（なお、改正点①の動植物毒性に関する審

査・規制制度は新規・既存両方の化学物質に適用

される）。改正法の体系下では、個々の既存化学

物質が３種類の監視化学物質のいずれかに該当す

るかどうかを確認するまでは国会付帯決議に基づ

いて政府（経済産業省、厚生労働省、環境省）と産

業界が連携して点検を進め、監視化学物質となっ

た化学物質については改正法に基づいて必要な場

合政府が製造・輸入事業者に有害性調査を指示で

きることになっている。既存化学物質は新規化学

物質に比べて種類、数量とも多く、その安全性点

検はよりリスクの小さい代替品の選択を円滑化す

る効果も含めて化学物質管理の枢要な課題であ

る。このため、政府においては、簡易試験法や

Q S AR（化学構造と有害性の定量的な相関分析手

法）の開発・導入、製造・輸入数量や用途情報等を

考慮した点検物質の優先順位付けによる効率化、

点検事業予算の拡充等点検を加速する方策を実施

していく必要がある。産業界の連携としては、改

正点④に基づく有害性試験データの追加提出や、

I C CA（日米欧主体の国際化学工業協会協議会）ベ

ースでO E C Dに協力している高生産量化学物質の

有害性評価作業を通じた我が国既存化学物質の点

検促進への寄与に加え、更に点検加速のための対

応強化が期待されている。既存化学物質の点検に

係る動きとしてE Uで検討中の R E A C Hがある。

この制度では製造・輸入量1トン／年以上の化学物

質について新規・既存を問わず種々の有害性試験

データやリスク評価書の提出を義務づけようとし

ている。しかし、R E A C Hが実施された場合、事

業者のみならず膨大な試験データ等を受け取る

E U各国の行政当局の負担が過大となり、結局は

せっかく提出された試験データ等が十分活用され

ず、制度が理想通り機能しない懸念がある。こう

した制度を十分評価せずに真似することは適当で

はなく、我が国としては先ずは改正化審法の下で

官民連携による既存化学物質の点検を最大限進め

ていくことが肝要であろう。

２．化管法に即した自主管理の促進

同法は、化学物質の排出把握と管理改善のため

の化学物質管理指針の励行、P R T R制度の実施、

M S D Sの流通を通じて、化学物質を取り扱う色々

な業種の事業者における適正な自主管理を促進す

るために1 9 9 9年に制定された。自主管理の促進が

主眼であるため、排出規制値の設定とその遵守と

いった規制措置は盛り込まれていない。

事業者による 3 5 4種類の P R T R制度対象物質

（人や動植物への毒性の他、オゾン層破壊性も考

慮。一部は化審法の第２種特定化学物質等他の法

律で規制されている化学物質）の環境排出量及び

廃棄物等への移動量の前年度実績の届出は2 0 0 2

年４月から開始されている。これに政府が推計し

た非対象業種、移動発生源等からの排出量を合計

した化学物質毎の環境排出量の第１回目の集計・

公表が2 0 0 3年３月になされ、第２回目は 2 0 0 3年

度中に予定されている。同時に、個々の事業者か

らの届出数量も情報開示請求があれば開示される

ことになっている。

第２回目の公表により、環境排出量の経年変化

を見ることができるようになり、全国、或いは地

域単位や事業所単位で増加がある場合その理由を

問われることになるだろう。前述の化管法の趣

旨・内容に即した自主管理が進めば、化学物質の

環境排出は抑制されていくと期待されており、事

業者は指針に留意して管理措置を講ずるべき旨が

化管法本則に規定されていることを常に認識する

必要があろう。

他方、化管法制定に先立つ1 9 9 6年の大気汚染

防止法改正に伴い、1 9 9 7年からベンゼン等 1 2種

類の有害大気汚染物質の大気環境中への排出を事

業者の自主管理で抑制する取組みが進められてき

ている。この対象物質の多くはその後P R T R制度

昨今の新たな動き

１． 改正化審法の改正・施行

動植物への毒性に関する知見の増加、審査・規

制におけるリスク評価の一般化（従来はハザード

評価主体）等を背景に、昨年５月に化審法が1 7年

ぶりに改正され、本年４月の施行を待っている。

主な改正点は、①動植物毒性に関する審査・規

制制度の導入（これに伴い、従来の指定化学物質

を、新たに人長期毒性の疑いのある第２種監視化

学物質とし、動植物毒性のある第３種監視化学物

質を新設）、②環境中にほとんど放出されない化

学物質の事前審査手続きの多様化（［ア］中間物・

閉鎖系使用のみの化学物質・輸出専用の化学物質

は、従来の試験・審査に代えて、中間物である等

の事実が事前確認されれば製造・輸入を認める、

［イ］低蓄積性化学物質は、製造・輸入量が1 0ト

ン／年を超えるまではスクリーニングレベルの毒

性試験を留保できる）、③従来政府による安全性

点検の途中段階にあった、難分解性・高蓄積性ま

でが判明した既存化学物質を第１種監視化学物質

（新区分）に指定して管理し、必要な場合政府から

当該化学物質の製造・輸入事業者に対して有害性

調査を指示できる制度の導入、④製造・輸入事業

者が自主的に取得した有害性試験データの政府へ

の提出の義務づけ、である。また、⑤法改正時に

国会で既存化学物質の点検を官民連携して計画的

に進めるべきことが附帯決議されている。

今後の課題として特に産業界の自主的取組みに

関係するのは、先ず改正点②の活用だ。改正法は、

化学物質が環境中に出ないことや低蓄積性で製

造・輸入量が少ないことを低リスクと捉えている

が、例えば中間物の場合ユーザー企業が購入した

化学物質の全量を別の化学物質に変換することを

証明する手続きが必要となる。つまり、新制度の
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経済産業省 化学物質管理課長　及川信一

化学物質管理政策の変遷

経済産業省の化学物質管理政策の端緒は、

種々の化学物質について、環境汚染問題を生じ

たP C Bと同様に難分解性、高蓄積性、人への長

期毒性を持つかどうかを審査し、持つ場合は製

造、使用等を規制する化学物質審査規制法（化

審法）の制定（1973年）と言える。

' 8 0年代には、①化審法の改正によりトリクロ

ロエチレン等低蓄積性だが難分解性で人長期毒

性を持つ化学物質の審査・規制が導入され、ま

た、②地球環境対策の嚆矢としてオゾン層保護

のためのモントリオール議定書を国内実施する

オゾン層保護法が制定された。

さらに、' 9 0年代になると、①先進国で化学物

質の自主管理が重要となって来たことを踏ま

え、P R T R制度や安全性データシート（M S D S）

の流通促進枠組みを規定する化学物質排出把握

管理促進法（化管法）の制定、②化学兵器禁止

条約を国内実施する化学兵器禁止法の制定と、

政策の幅が更に広がっている。

そして2 0 0 0年以降、国内では化審法が更に改

正され、化管法に基づくP R T Rデータの届出・

公表が開始される一方、国際関係では' 9 2地球環

境サミットの合意“アジェンダ2 1”の実施の一

環としてストックホルム条約（別名P O P s条約：

P C B類似化学物質の全廃や適正処理の実施）、ロ

ッテルダム条約（別名 P I C条約：複数国で厳し

く規制されている化学物質・駆除剤の輸入国側

の取扱意思に合わせた輸出入管理の実施）の批

准・国内実施、更にはE Uで検討中の新化学品

規則“R E A C H”に係る我が国としての対応等、

様々な新しい動きが出てきている。



物質の点検の遅れを N G Oから指摘され、これを

受けて、1 9 9 8年ゴア副大統領は既存物質点検プロ

グラムの加速化を化学企業に要請し、2 0 0 4年まで

におよそ2 , 8 0 0物質のS I D Sを作成することになっ

たゴアイニシアティブ)。欧州でも同様に、既存物質

の評価が大幅に遅れており、北欧諸国やN G Oか

らも、点検作業の促進が強く求められるに至った。

このような状況下で、1 9 9 8年に、O E C Dに産業

界も加わったO E C D既存化学物質タスクフォース

が設置され、化学物質の評価を加速するために、

初期リスク評価から初期ハザード(有害性)評価の枠

組みに変更された(リフォーカスドOECD HPVプ

ログラム)。これに呼応して、国際化学工業協会協

議会( I C C A )は、1 9 9 8年に、H P Vの有害性点検を

世界の化学工業の信頼向上のための自主的活動

( I C C Aイニシアティブ)として、この新しいO E C D

H P Vプログラムの枠組みのもとで推進することを

決定した。I C C Aイニシアティブでは、北米、日本、

欧州の3地域から2地域以上においてH P Vとなっ

ている物質1 , 0 0 0物質について、2 0 0 4年末までに、

S I A RなどS I D Sを取り揃えることを目標としてい

る。一方、I C C Aは、化学企業の取組状況と進捗

が公衆にも分かるように、トラッキングシステム

( T S )と呼ばれるウエブサイトをインターネット上で構

築、公開した。I C C Aイニシアティブでは、S I D S作

成に責任を有するリード企業と、リード企業に協

力してS I D Sを完成する義務を有するコスポンサ

ーからなる国際コンソーシアムが設立される。ま

た、完成したS I D Sは、O E C D加盟国のいずれか

(スポンサー国の政府)を通じて、O E C Dに提出さ

れ、S I A Mで内容が評価される。
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の対象物質となっている。この取組みは、一般

に対象化学物質を取り扱っている業種の業界団

体単位で排出量の削減目標を設定し、会員企業

がそれぞれ目標達成を目指して自主管理を進め

るという方式だが、ベンゼンについては大気環

境基準の未達成地域が残っているため2 0 0 1年か

ら地域単位の関係事業者による自主管理も実施

されている。対象化学物質の排出量は着実に減

少してきており、自主管理の効果が証明されて

きているところだが、一方でベンゼン等につい

てどこまで減少させれば十分かという判断が必

要な時期が迫ってきている。

この問題に対する適切な答は、個々の化学物

質の大気環境中の濃度や暴露される住民人口を

考慮したリスク評価を行うことにより得ること

ができ、有害大気汚染物質以外のP R T R対象物質

にも適用できると考えられる。このため、当課

では2 0 0 6年までを目途に P R T R対象物質の相当

数に関するリスク評価手法の確立と１回目の評

価の実施を、化学物質の大気環境濃度等を計算

するために必要な数理モデルの開発も含めて進

めているところである。このようなリスク評価

をしなくても、環境モニタリングの結果1カ所で

も大気環境基準値が達成されていない場所があ

れば排出抑制を強化すべきとの考え方が成り立

つように思えるが、これは必ずしも現実的では

ない。つまり、ある地域での化学物質の環境モ

ニタリング結果が大気環境基準値を達成してい

ないとしても、大気環境基準値濃度の時のリス

クに比べてどの程度リスクが増大しているのか

が分からなければ、直ちに対策の強化が必要か

つ合理的と言えるかどうかは単純には判断でき

ないのである。例えば、ある化学物質の環境基

準値濃度での人の健康へのリスクが1 0＾－5だと

して環境モニタリングや数理モデル計算の結果

に基づく現在の環境濃度がもたらすリスクが2×

1 0＾－5と見込まれるとともに、2×1 0＾－5の

リスクに晒される住民人口が１万人だとすれば、

環境基準値未達成によりこの地域で増加してい

る生涯発ガンの影響は0 . 1人／（生涯・地域）とい

うことになり、更にどの程度の費用をかけた排

出抑制対策が適切か／必要かは単純には決めが

たい問題となる。

今後、このようなリスクの評価とその結果に

基づく管理を基本として化管法の趣旨に即した

自主管理を進めていくよう、行政、産業界、地

域住民等の関係者が情報を共有し、具体的な対

応のあり方を明確にしていくべきであろう。

さらに将来に向けた展望

化学物質管理に関する国内外の近年の動向を

総括すると、①先進国で審査・規制等の管理の

対象となる化学物質や関係業種が拡大傾向にあ

り、また、既存化学物質の有害性情報の収集も

含めて各国の取組みでの協力・分担が進んでい

るとともに、②P C B類似物の規制のような最低

限の管理の枠組みが発展途上国にも広がりつつ

ある。

こうした中で、我が国の化学物質管理行政は

更に次のような方向を目指すことが重要であり、

引き続き行政、アカデミズム、産業、更に一般

市民といった幅広い関係者における協調的な取

組みが期待されるところである。

○より効率的な有害性試験法の開発、新たに見

出される有害性項目の試験・評価手法の開発、

リスク評価手法の開発等々、化学物質のリスク

を適正に評価・管理するためのツールの一層の

整備

○前述のツールを用いた化学物質の有害性・リス

ク評価やその結果に基づく管理方策の明確化

○適正管理の実践、必要な場合それを円滑化す

る新技術等の開発・普及の促進

○以上の取組みの考え方、進捗状況や成果に関

する国内外の関係者への情報発信の強化（コ

ンテンツの充実、情報発信手段の多様化等）

○化学物質管理に関する先進各国との協力・分

担関係の更なる強化、発展途上国のキャパシ

ティ・ビルディング等に対する支援
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化学物質管理政策の現状と見通し

ICCAイニシアティブによる
OECD HPVプログラムの加速

OECD HPVプログラムの概要

既存化学物質は、新規化学物質に比べ数量が多

いにもかかわらず、有害性データが揃っていない

物質が多い。そこで、O E C D (経済開発協力機構)

は、世界的に生産量の多い化学物質（H P V :高生産

量化学物質）に焦点を当てて、O E C D加盟各国が

協力してデータを収集し、ヒトの健康と環境安全

に対する影響評価を行うために、1 9 9 0年に本プロ

グラム（旧OECD HPV プログラム）を開始した。

H P Vは、当初、2ヶ国以上で1 , 0 0 0ﾄ ﾝ/年もしくは

1ヶ国で1 0 , 0 0 0ﾄ ﾝ/年以上生産されている物質とさ

れ、1 , 5 0 0物質が登録された。その後H P Vの基準

が変更され、現在では、原則として､ 1ヶ国以上で

1 , 0 0 0ﾄ ﾝ/年以上生産される物質であり、2 0 0 0年版

リストには、5 , 2 3 5物質が登録されている。旧

OECD HPVプログラムでは、各国が、担当物質に

ついて、製造量、用途、環境影響、健康影響、暴

露などの情報を収集し、 データセット ( S I D S :

Screening Information Data Set)を作成する。さ

らに、それを基に初期リスク評価を実施して、そ

の結果を評価文書( S I A R：SIDS Initial Assess-

ment Report)に纏め、O E C Dが主催する評価会議

( S I A M：SIDS Initial Assessment Meeting)で内容

の評価が行われる。S I A Mで評価が終了した物質

は、さらに、O E C Dの合同会議で承認された後、

UNEP (国連環境プログラム)より、公式レポート

として出版され、インターネット上でも公開される。

ちなみに、SIAM-1 (1993)からSIAM-10 (2000)まで

に2 5 8物質のS I A Rが提出され、その内、1 5 8物質

の評価が終了した。しかしながら、旧 O E C D

H P Vプログラムの進行は大幅に遅れ、当初の目標

である3 0 0物質の評価は到底達成できないことが

クローズアップされた。さらに、米国では、既存



するプロセスを作り上げた。I C C Aイニシアティブ

がサタートした S I A M - 1 1 ( 2 0 0 1年1月、オーラン

ド､米国)から直近のS I A M - 1 7 ( 2 0 0 3年1 1月、アロ

ナ､イタリア)までに、2 1 2 物質に関する S I D S

( S I A P )が評価され合意に至っているが、その内

1 5 5物質については I C C Aイニシアティブによっ

てS I D Sが作成され、また、その内日本企業は2 8

物質についてリードしている。

OECD HPVプログラムにI C C Aイニシアティブ

が参加することにより、S I A Mでの評価物質数は

確実に増加したが、I C C Aが宣言した2 0 0 4年末ま

でに1 0 0 0物質の評価を終了することは非常に困

難な事態となってきている。即ち、国際コンソー

シアムの設立が容易には進まなかったこと、S I D S

作成には当初の予想を上回って、時間と経費がか

かること、S I A Mで評価できる物質数やスポンサ

ー国のレビュワーの資源に限界があることなどが

主な理由である。現在、I C C A全体では、既に、

1 , 0 0 0物質についてリード企業が確定し、その

6 0％がS I A R作成中の段階となっている。

日化協では、I C C AがH P V全体の活動を推進す

る中で、日化協会長からI C C Aイニシアティブの更

なる促進について、会員企業にお願いをしている

ところである。化学企業が自ら製造する化学物質

について、安全性情報を取得、充実させることは、

本年施工された改正化審法でも重要な課題となっ

ている。また、昨年、ヨハネスブルクで開催され

たW S SD（持続可能な開発に関する世界サミット）

では、2 0 2 0年までに有害な化学物質によるヒト健

康・環境への悪影響を最小化することが合意さ

れ、そのために、2 0 0 5年を目途に「化学物質管理

のための国際戦略（S A I C M）」の作成が求められ

ている。今後、この様に一層加速することが予想

される化学物質管理をめぐる国際的な取り組みに

迅速に対処するためにも、日本企業の一層の理解

とより積極的な取り組みを期待したい。

OECD SIDSの特徴と文書構成

OECD SIDSに記載する情報は、前述したよう

に製造・使用・物化性状・毒性など多岐にわたっ

ている。さらに、OECD SIDSは、特徴的な4文書、

即ち、S I AR（中心となるハザード評価書）、S I AP

(SIDS Initial Assessment Profile：S I A Rのエグゼ

クティブサマリー)、SIDS Dossier(網羅的データ集)、

Robust Summary(評価に必須な文献などを集めた

詳細データ集)から構成され、定められた共通様式

を用いて作成する必要がある。この内、S I A Pは、

S I A Mで記載された内容、表現について各国委員

の合意が求められる。また、OECD SIDSは、デ

ータエレメントと呼ばれる重要なデータが不足して

いる場合は、原則として、データギャップとして

追加試験の実施が求められている。さらに、

K l i m i s c hコードと呼ばれるデータの質を分類する

方法や関連性のある他の試験からの情報の利用に

係わる証拠の重み分析(Weight of the Evidence)が

用いられ、OECD SIDSの信頼性を比類ないもの

にしている。

日本化学工業協会（日化協）は、1 9 9 8年に開催

されたI C C A理事会(プラハ)で、I C C Aイニシアティ

ブへの参加を表明し、1 9 9 9年4月以降、日本の化

学企業に積極的な参加を求めた結果、日本企業が

参加を表明した物質数は、2 0 0 3年1 0月の時点では、

リード物質について3 9物質、およびコスポンサー

物質について2 6 5物質、計9 4社が国際コンソーシ

アムに参加を表明している。しかしながら、欧米

企業と異なり、これまで日本企業が国際的に評価

されるリスク評価書( S I A R )を自前で作成した経験

が極めて乏しいことから、日本政府専門家の協力

のもとに、2 0 0 0年から日化協はワークショップを

開催して、各企業のH P V担当者の実務指導を行

うと共に、産業界における事前の文書評価ならび

に政府によるピアレビューを経て、O E C Dに提出
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日本企業によるICCAイニシアティブ
の推進と今後の課題

近年、ダイオキシンや内分泌撹乱化学物質問

題に代表されるように化学物質によるヒト健康

や環境への影響に対し人々の関心や不安はます

ます高まり、より一層の科学的知見に基づく適

正な化学物質の管理による安全・安心な生活の

実現が望まれている。化学物質の安全性に関し

ては、O E C D等の国際機関で古くから種々の取

り組みがなされてきていると共に、我国におい

ても従来、化審法において化学物質の有害性情

報の取得に基づく新規化学物質の管理・規制を

行ってきている。また、平成1 1年7月には化学

物質排出把握管理促進法を制定し、リスク評価

に必要な暴露に関する情報の取得にも努めるよ

うになってきた。

このような背景の下、平成1 3年、「化学物質

総合評価管理プログラム」が策定され、国（経

済産業省）の出資で新エネルギー・産業技術総

合開発機構から（財）化学物質評価研究機構、

（独）産業技術総合研究所、（独）製品評価技術

基盤機構や大学並びに民間研究機関等に委託・

実施されている。

本プログラムは、「環境と調和した健全な経

済産業活動と安全・安心な国民生活の実現を図

るためには、化学物質のリスク（有害性×暴露

量）を総合的に評価し、リスクを適切に管理す

る社会システムの構築が必要である」という認

識の下、このシステム構築を目的として、化学

物質に関するリスク評価、管理及びリスク削減

に役立つ技術の開発を行うものである。

この趣旨に沿い、４つのプロジェクトが立ち

上げられ各プロジェクトリーダーの下に、平成

1 3年度から開始され平成1 8年度（一部1 7年度）

完成を目標としている。

当機構は、これらのうち次の１～３のプロジ

ェクトに参画している。以下、各プロジェクト

特集
化学物質規制の動向

の概要を紹介する。

１．化学物質のリスク評価及び

リスク評価手法の開発

現在、国内においてはリスク評価に必要な化

学物質の有害性・暴露情報は少なく、これらの

情報を評価する手法も十分には整備・体系化さ

れていない状況にある。

このため、本プロジェクトでは，化学物質排

出把握管理促進法対象物質（4 3 5物質）のうち、

特にヒトへの健康リスクが高いと考えられる高

生産（輸入）量の化学物質（1,000トン／年以上）

を中心に有害性情報、暴露情報等、リスク評価

に必要な基礎データを収集・整備して、化学物

質毎（約1 8 0物質）の有害性評価、暴露評価及

び初期又は詳細リスク評価を行い、併せて、こ

れらの研究成果を利用した新たなリスク評価手

法の開発を行っている。これらの開発過程でま

とめられた有害性評価書及び初期リスク評価書

を適宜、インターネットで公開している。平成

1 5 年度までに約 8 0の化学物質のリスク評価を

終え、平成18年度完成予定である。

２．既存化学物質安全性点検事業
の加速化

昭和 4 8年の化審法制定時の国会付帯決議に

基づき国で実施されてきた「既存化学物質安全

性点検事業」では、これまで約 1 2 0 0の化学物

質についての分解性、蓄積性のデータが得られ

ているに留まり、約２万種類の既存化学物質の

点検を終えるにはさらに膨大な年月と資金が必

要となる。このため点検の実施方法を抜本的に

見直し、より多くのデータを加速的に取得する

ことが強く求められている。

本プロジェクトでは、早急に対応すべき化学

化学物質総合評価管理プログラム
財団法人　化学物質評価研究機構　安全性評価技術研究所　副所長　藤野良文
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日本企業のICCAイニシアティブ
への参加とSIDS作成の取組
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物質（生産・輸入量100トン／年、約4000物質）

の点検を加速するため、約3 0 0物質の新規取得

データと既存データとを用いて化学物質特性予

測用データの整備をすると共に、定量的な構造

活性相関手法により化学物質特性予測システム

を開発している。

平成1 5年度までに約 2 0 0の化学物質について

の新規データを取得し、平成1 8年度完成予定で

ある。

３．高精度・簡易有害性（ハザー

ド）評価システム開発

発がん性等の長期毒性の知見が得られている

化学物質は数少ない。長期毒性試験には、多額

の費用（約3億円／物質）と長期間（約3年／物

質）を要するため長期毒性に関する評価の迅速

化と低コスト化が多くの化学物質の安全性を評

価する上で重要な課題となっている。

本プロジェクトでは、発がん性の評価に着目

して、近年、急速に発展してきた遺伝子解析手

法（c D N Aマイクロアレイ解析等）により発が

ん性既知物質（8 5 物質）のラットへの短期間

（2 8日間）暴露試験を実施し、高精度遺伝子群

解析技術を開発すると共に遺伝子発現プロファ

イルデータを整備する。これにより、従来の長

期毒性試験に比べてコストを約1 / 1 0 0、期間を

約1 / 5 0にする新規な毒性評価技術を開発してい

る。平成1 5年度までに8 5物質の動物試験を終

了し、平成17年度完成予定である。

なお、上記3プロジェクトの研究成果、既存

の情報サイト及びリスクコミニュケーションを

支援する情報からなる総合情報ライブラリーを

つくり、検索機能を有するシステムを構築する

ために4番目のプロジェクト（化学物質総合リ

スク評価管理システム）が（独）製品評価技術

基盤機構において実施されている。

先端計測分析機器開発が何故重要か？
（社）日本分析化学会　会長　東京理科大学　教授　二瓶好正

はじめに

現代の社会において、化学産業と化学技術の

果たしている役割は重要であり、化学なくして社

会の存続が維持できないことは明らかである。し

かしながら、化学技術の効果と便益が大きい反面、

社会にとってのマイナス面、すなわち、化学品の

毒性と有害性、化学品の生産に伴う有害物質の安

全管理と環境管理、化学品のリサイクル問題と廃

棄物問題等に対する社会の不安が大きいこともま

た事実である。

このような社会の見方に対して、レスポンシブ

ルケア、ないしはグリーンケミストリーへの取組

みは、当然にして必要なことであり、化学の立場

を強化するために重要である。すなわち、現代の

化学にとって、社会が必要としている物質を安く

造り供給するだけでは、明らかに不十分である。

つまり、化学技術を活用して、高いレベルの

文化と快適な社会を実現することに貢献すると共

に、安全で安心な社会を創ることへの貢献が重要

となる。このような化学の使命達成のために分析

化学・技術が大いに役立ち、今後さらにその重要

性を増大させると見込まれることについて私見を

述べてみたい。

分析化学・技術の特徴

学問としての分析化学、技術としての分析技

術が化学の諸分野の中で、いささか特徴的な役割

を果たしてきたことに注目して頂きたい。まず、

分析化学は物質に関するあらゆる情報を扱うこと

によって、物質・材料科学、生命科学、環境科学、

情報科学等あらゆる分野の進歩に貢献できる、分

野横断的な性格を有している。次いで、学問研究、

技術開発の全ての局面、すなわち基礎研究、開発

研究、製造技術研究、応用技術研究、さらには社

会における技術の利用者または消費者等へ貢献す

るという意味で 、基盤的性格を持っている。

以上のことは、分析化学・技術の進歩は、全て

の分野、全ての技術・研究のステップにおいて大

きな効果をもたらし、極めて波及効果の大きな分

野であることが判る。

また、分析化学はモノを作りだすのではなく、

情報と知識、データベースとノウハウ、製品とパ

フォーマンスの物質的側面からの評価等に深くか

かわる分野である。つまり、人間の営みの内、知

的な部分に関して強力なサポートを行うことがで

きるのである。

現代科学技術の特徴

現代における科学と技術は、社会の発展ととも

にますます幅を広げ、多様化し、分化している。

また、多岐にわたり分化した科学・技術はお互い

に複雑に絡み合い、相互作用の度合いを深めてい

る。一方近年、技術は大きな社会性を持ち、個人、

会社、社会組織、国家の利益に強く結びつくよう

になりつつあり、科学技術の担い手がしだいに個

人の手からグループへ、グループから組織へと、

移って行くかのように見える。

しかしながら、実際の科学と技術の進歩の担い

手は研究者個人であることに変わりはないから、

研究者個人の思考と行動を決める際に、ある種の

「関係性に関する情報」が必要となる。言わば、

研究活動の指針としてのガイドラインないしはロ

ードマップが必要となる。

従来は、多くの研究者はそれぞれの立場から、

ニーズ指向かシーズ指向かを選択し 、実行してい

た。この選択は多くの場合、現代の科学・技術の

複雑な絡み合いを直視せず、むしろ意図的に単純

化するための方策であったように思われる。実際

は、ニーズ指向にせよシーズ指向にせよ、実現し

化学物質総合評価管理プログラム
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高分子試験・評価センター　東京事業所長　小瀬達男

高分子試験・評価センターでは平成 1 5 年９月８日より 1 1月2 1 日まで約３ヶ月の間、ウル

グアイ国ＬＡＴＵ研修生を受け入れました。ＬＡＴＵは当センターが1 9 9 1年４月～ 1 9 9 5年

３月までJCIIプロジェクトプラスチックの試験検査技術の海外技術協力を実施した機関です。

研修生　：Mr. Nelson Abe Ono（39歳）

研修期間：平成15年9月8日～平成15年11月21日　

所属機関：ウルグアイ国　ウルグアイ技術研究所

大阪事業所においてプラスチックの燃焼

性試験及びフィルムの気体透過・透湿性に

ついての研修、東京事業所においてプラス

チック及びエラストマーの添加剤の分析や

熱分析の研修を行いました。

ネルソンは日系２世で漢字は読めません

でしたが、会話は十分でした。

「本人のコメント：日本は食べるものが高い！！」

テクノメッセ東大阪2003への出展

高分子試験・評価センターは、去る 1 1 月

５・６日、マイドームおおさかにおきまして、

テクノメッセ東大阪 2 0 0 3 に出展いたしまし

た。

当センターの事業内容をご理解いただくため

にパネル出展及びパンフレットの配布等による

ＰＲ活動を行いました。多数の方にご来場いた

だき誠にありがとうございました。来年も出展

する予定ですのでよろしくお願いいたします。

東大阪市に関わる多種多様な企業の皆様による

バラエティに富んだ出展により、多数の来場者

を迎え大盛況のうちに終了いたしました。

先端計測分析機器開発が何故重要か？

た技術は思いもよらない展開を示すことが多い。

これからの科学・技術の担い手としての研究者

は、「関係性に関する情報」を重視せざるを得な

い。今後、科学・技術の進歩はますます高度化し、

スピードを上げ、研究資源の供給は重点化するか

らである。特定の技術分野において1 0年後、2 0

年後の技術動向を十分に調査・検討した上で、ロ

ードマップとしてまとめることの意義は今後増大

するものと思われる。特定分野の研究者・技術者

に対し研究の方向性を明示することにより、研究

資源の効率化に繋がるからである。

化学技術の発展のための分析化学・技術

すでに述べたように、分析化学・技術は分野横

断的な性格を有し、技術のあらゆるステージにお

いて役立つ性格を有している。その様な意味で、

分析化学・技術は産業技術や研究開発において、

上述の「関係性に関する情報」を提供できる分野

ではなかろうか。分野ごとの縦割りを基本とした

研究者グループでは、大きな発展を誘起する発想

は生まれてこない。

また、基礎研究、開発研究において、先見性、

独創性、独自性が強ければ強いほど、先端的な分

析技術・機器が必要になる。言わば、技術開発の

主要な駆動力であり、トップレベルの研究者の思考

と創造のための強力な武器になるのではないか。

例えば、従来試行錯誤で行ってきた実験研究を

より論理的に進めるためには、基礎的なデータが

整っていなければならない。このような検討から、

モノ造りに必要な真の制御因子を把握し、利用す

ることも可能となるし、経験主義からの脱却を加

速することに繋がる。また、このような実験研究

プロセスは、次世代の研究者・技術者教育におい

ても重要な役割を果たすはずである。

先端計測分析技術・機器開発戦略

（１）21世紀初頭の知的基盤整備

平成1 3年3月に閣議決定された第2期科学技術

基本計画では、「知の創造と活用により世界に貢

献出来る国」、「国際競争力があり持続的に発展で

きる国」、「安心・安全で質の高い生活のできる

国」を目指すとされている。すなわち、重要政策

として、「基礎研究の推進」と並んで、「国家的・

社会的課題に対応した研究開発の重点化」、例え

ば、知的資産の増大、産業技術力の向上、広範な

分野に大きな波及効果を及ぼす基盤整備などに係

る研究開発を重点化すべきであると述べている。

以上の重点項目の中で、最も注目に値するも

のは「知的基盤の整備」である。研究者の研究開

発活動を効果的に支える知的基盤、すなわち、研

究用材料、計測標準、計測・分析・試験・評価方

法及びそれらに係る先端的機器、ならびにこれら

に関連するデータベース等の整備を促進すること

が重要である。

（２）分析機器開発・利用戦略

分析機器の大きな特徴は、研究者の研究開発

活動の基盤を提供することである。したがって、

機器分析・分析技術の分野は戦略的な意味の大き

な分野であると言える。

世界各国の科学技術における国際競争力を考

えると、各国の知的基盤の水準はそのまま社会的

な技術レベルに直結し、また、さらに重要なこと

に、各国の教育水準に強く影響することである。

したがって、分析機器の開発を国のレベルで格段

に強化する必要があると言ってよい。

おわりに　ートップランナーの条件ー

技術の開拓者すなわちトップランナーは例外

なく経験していることであるが、新しい技術的問

題点に遭遇したとき、まず、何が問題なのか、徹

底的に調べなければならない。当然、使用可能な

機器や入手可能なデータにより、その後の進展が

大きく左右される。使用可能な機器が世界最高水

準であり、そのレベルが高ければ高いほど、また、

質のよいデータが多ければ多いほど技術の進歩の

スピードは増し、またその到達点は高い水準とな

るはずである。先端計測分析技術・機器開発が重

要である所以である。

ウルグアイ国（LUTA）JICA研修生受入について



る。

上述の、理論と事例双方の観点からの検討

により、単なる勉強会にとどまらない、地に

足の着いた活発な議論を行い参加メンバー企

業・組織における「技術経営力向上」への実

践的で骨太なヒントを獲得することを目的と

しています。

論　点

問題意識：基本的問題意識は、「研究開発

の成果をいかにして経営成果に結びつけるか」

「技術力をどのように構築し、それをいかにし

て経営力に結びつけ経営としての成果をあげ

てゆくか」ということです。

トピック：そのために、研究・開発マネ

ジメント、技術戦略、技術予測、評価、技術

移転、産学連携、研究・開発人材のマネジメ

ント、知財管理等々の企業における技術経営

課題と、企業サイドから見た産学連携のあり

方を視点とする大学、公的研究機関、ナショ

ナルイノベーションシステム、科学技術政策

等々のマクロイシューを重要トピックとして

取り上げています。

アウトプット：参加者の間で、分かった

こと、分からなかったこと、現状と課題、改

善の方向性について、ある程度共通の認識を

得ると共に、参加者が自社の技術経営力向上

に寄与するヒントを得ることとする。

J C I I -技術経営研究会の活動は、当面、本年

４月まで現在の活動を継続し、その成果を踏

まえた上で、今後の活動の進め方を検討して

いく予定です。

クノロジー分野で著名な海外研究者６名

（Prof. E.L.Tomas（マサチューセッツ工科大

学）、Prof.J.J.de Pablo（ウイスコンシン大学）、

P r o f . T . P . R u s s e l（マサチューセッツ大学）、

Prof.Satish Kumar（ジョージア工科大学）、

P r o f . G . H . H u （ ロ レ ー ヌ 工 科 大 学 ）、

P r o f . T . C . C h u n g（ペンシルバニア州立大学））

及び国内研究者６名（倉内紀雄 豊田中央研究

所顧問、井上俊英 東レ化成品研究所長、岡本

佳男 名古屋大学教授、小林四郎 京都大学教

授、田代孝二 大阪大学教授、奥居徳昌 東京

工業大学教授）によって行われた。

シンポジウムには２日間で延べ6 5 7名、懇

親会（1 2 月４日夕刻）には、1 5 3 名の参加

者を得て、講演、口頭発表、ポスター発表並

びに懇親会等を通して、活発な討議の下に研

究者相互の交流が行われ盛会であった。

N E D Oからの委託ナノテクノロジープログ

ラム「精密高分子技術プロジェクト」は平成

1 3 年度から発足し、平成1 9 年度までの７年

計画で進められている。開始３年目を迎える

に当たり、これまでの研究成果及びその実用

化への展望を発表し、国内外の高分子ナノテ

クノロジー研究者との討論を通じて、成果の

価値ある応用展開を追求するためプロジェク

トリーダー中濱精一（独）産業技術総合研究所

高分子基盤技術研究センター長の指揮の下に

平成1 5年1 2月４日・５日に東京国際交流会

館において精密高分子技術国際シンポジウム

が開催された。

２日間にわたって、基調講演・招待講演

（1 2件）及びプロジェクト成果発表として口

頭発表（1 7 件）並びにポスター発表（6 0件）

が行われた。

また、基調講演・招待講演は高分子ナノテ
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戦略推進部

戦略推進部では、平成 1 5 年６月から慶應

義塾大学 総合政策学部 榊原清則教授のご指

導の下、賛助会員企業から 2 0 名以上の参加

者を得て技術経営研究会活動を行っています。

近年、研究開発投資が企業の収益に貢献し

ていないのではないか、研究開発効率が低下

してきているのではないか、研究開発におけ

る死の谷の問題等により、技術経営（ＭＯ

Ｔ：Management of Technology）が注目さ

れるようになっています。

昨年４月からいくつかの大学で大学院にＭ

ＯＴコースを新たに開設したり、経済産業省

が中心となってＭＯＴコンソーシアムを設立

する等活発な活動が行われるようになってき

ており、昨年は、ＭＯＴ元年とも言われてい

ます。こうした中で戦略推進部では、平成1 0

年から一時の中断を挟んで、独自の技術経営

研究活動を継続的に実施しています。

現在活動を進めている J C I I -技術経営研究会

は、以下の目的と論点を踏まえ、ほぼ毎月一

回、最先端の研究等を行っている講師を招い

て講演を行って頂き、その後、講師、榊原教

授、参加者による活発な討議を行っています。

また、参加者による事例発表と討議を行う

合宿を実施し、ＭＯＴへの理解を深め、技術

経営力向上を図ることを目指しています。

目　的

主として素材を提供する産業として化学系

企業を主体とする賛助会員の共通的な経営課

題の現状や問題点を「技術経営」の観点から

整理し、その現実の姿を客観的に評価し、研

究理論や業界内外の事例と比較検討して（ベ

ンチマーク手法）、今後のあるべき姿を検証す

－第１回精密高分子技術プロジェクト成果報告会－

研究開発事業部　秋貞俊輔

招待講演会場

ポスター発表会場
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科 学 技 術 を 巡 る 動 き
（2003.10～2003.11）

環境・産業政策関係

2003-10-6   環境省：国民・子供・民間団体の環境保全への取組みに関するアンケート調査結果について

http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4392

2003-10-7   経済産業省：エネルギー基本計画について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004573/index.html

2003-10-14  環境省：アジア欧州会合（ＡＳＥＭ）第２回環境大臣会合の結果について

http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4411

2003-10-14  経済産業省：MOT(Management of Technology：技術経営)プレスクールの開催について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004600/index.html

2003-10-16  経済産業省：起業家大量輩出プロジェクト「起ち上がれニッポン　ＤＲＥＡＭ　ＧＡＴＥ」

会員数10万人突破について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004604/index.html

2003-10-24  経済産業省：経済連携（ＦＴＡ）交渉推進本部の設置について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004639/0/031024fta.pdf

2003-10-31  経済産業省：医療機器産業政策の推進及び

医療の情報化の促進に関する厚生労働省と経済産業省との連携について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004660/0/031031iryo.pdf

2003-11-17  経済産業省：第９回地域経済産業調査（拡大経済産業局長会議）

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004704/index.html

科学技術政策関係

2003-10-16  総合科学技術会議：「先端計測分析技術・機器開発事業」評価検討会（第２回）配布資料を掲載

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/kentou/sentan02/haihu-si02.html

2003-10-20  総合科学技術会議：平成16年度概算要求における科学技術関係施策の優先順位付け等について

http://www8.cao.go.jp/cstp/budget/index.html

2003-10-20  経済産業省：産業構造審議会知的財産政策部会１４回特許制度小委員会について（議事概要）

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004620/index.html

2003-11-7 経済産業省：第２１回三極特許庁会合について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004676/index.html

2003-11-21 経済財政諮問会議（第24回）：予算編成の基本方針（文部科学大臣、科学技術担当大臣）

http://www.keizai-shimon.go.jp/2003/1121/1121item3.pdf

2003-11-26 経済財政諮問会議（第25回）：予算編成の基本方針（産業発掘戦略等）

http://www.keizai-shimon.go.jp/2003/1126/1126item5.pdf

2003.11.27 総合科学技術会議：第３２回総合科学技術会議（11月25日開催）の配布資料を掲載

http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu32/haihu-si32.html

大学・産学官連携関係

2003-10-8   文部科学省：我が国の研究活動の実態に関する調査報告（平成14年度）

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/index.htm

2003-10-9   経済産業省：大学等技術移転促進法に基づく実施計画の承認について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004588/index.html

2003-10-27  経済産業省：産業競争力向上の観点からみた大学活動評価手法の開発について

http://www.meti.go.jp/press/index.html

2003-11-18  文部科学省：大学等における平成１４年度インターンシップ実施状況調査結果について

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/index.htm

2003-11-25  総合科学技術会議：第3回産学官連携サミットの結果報告について

http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu32/siryo5.pdf

2003-11-27 経済産業省：「大学発ベンチャー支援サイト」ビジネスマッチングを開始

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004728/index.html

産のJ C I I、学のC S J
旭化成㈱　常任顧問　池上　正

産 学 交 流 分 科 会

大学、企業関係者による基調講演と討論を

行う産学交流会、企業の研究所長・本社研究

開発管理者対象に、産・学・官のパネリスト、

話題提供者を中心に本音の議論を行う研究所

長フォーラムがあります。

このように C S J の産学交流部門の活動は、

企業の個人会員の参画による人的交流、技術

情報の共有を通して、化学産業の将来につい

て議論してゆくことであります。この活動が

刺激になって、産学の連携が進む、個人の自

己研鑽が活発になるということを期待してい

ます。C S J の特徴のひとつは大学を中心とす

る“化学”の膨大なリソースです。産学交流

部門はこれを最大限活用しています。

翻ってJ C I Iの交流・連携推進委員会のミッシ

ョンは具体的なアウトプットを出してゆくこ

とです。本年の当委員会の重点課題は“ボト

ムアップの立場から産官学間交流連携を検討

し実践する”であり、そのためには連携の新

しい風土を醸成することが必要です。

J C I Iの当委員会は産業を中心に交流会・分科

会などで具体的な議論を行っています。J C I Iか

ら産側の提案を発信し、産学交流部門を窓口

として C S Jの“学”のリソースの協力をお願

いできたらと思います。両者で企画・実施し

ている交流会や懇話会、分科会のテーマ策定

の基礎となっているロードマップについての

議論の深化、或いはシンポジウムなどのテー

マ検討などに反映できると思います。

両者は片や産中心、もう一方は学中心です

が日本の化学・化学産業を支え発展させてゆ

く為の組織です。異なった立場からの意見の

交換は必ず価値あるものと信じています。

私は現在J C I Iの交流・連携推進委員会と C S J

（日本化学会）の産学交流部門を担当していま

す。産学連携という切り口から両組織の協力

関係について考えてみたいと思います。

C J Sの産学交流部門は平成1 4年からこの名

称となりそれまでの意見具申の場から産学交

流の実質的な場へと変身し、企画グループの

設置、分科会の再編を行って来ました。特に

企業個人会員にとって魅力のある C S J の活

動・企画を主眼にしています。活動の基本テ

ーマの一つは産学連携です。

現在４分科会が設置されていますのでその

活動についてまずご紹介いたします。

シンポジウム分科会

産業界にとって魅力のあるテーマを企画

し、春季年会の特別企画や化学テクノフォー

ラムとして実施しています。

技術者育成分科会

企業の若手研究者・技術者対象の研修セ

ミナーを実力養成化学講座として企画してい

ます。

将来は P D E協議会と連動させ“日本化学会

認定化学士”（仮称）資格取得の基本単位とし

て位置付ける計画です。

R & D 分 科 会

技術開発フォーラム（塾）とR&D懇話会。

前者は企業の若手研究者・技術者の自己研

鑽の場で柳田フォーラム、遠藤フォーラムな

どを企画してきました。R & D 懇話会は各分野

の第一線研究者による講演と懇親です。1 6年

度より関東支部から当部門へ移管します。


